
　１．はじめに

　本稿は、小学生に行われている二輪バイクの実技

や安全教育の事例について紹介・解説し、それが交

通安全教育にどのような意義を有しているかについ

て考察しようとするものである。なお本稿では、原

動機付自転車と自動二輪車の二種類のモーターバイ

クについて、自転車を除くという観点から、「二輪

バイク」という表現を用いることにする。

　さて、二輪車バイクの安全教育というと、筆者も

参加した当学会の二つの研究調査プロジェクトを思

いだす。その一つは、１９８９年に高等学校の「３ない運

動」の是非を問題にして行われたもので、免許取得

年齢に達した高校生の二輪バイクの使用を禁止した

り、遠ざけたりすることが、果たして交通安全教育

にとって有効なのかどうかを検討した調査研究であ

る１）。もう一つはなにかと悪者や厄介者に扱われ

がちな、二輪車の「交通環境の改善」を総合的に考

えようと、１９９６年に行われた研究で、そこでも若者

からなるべく遠ざけようとしがちな二輪バイクにま

つわる諸環境の問題点を喚起したものだった２）。

本論の目的が、免許取得年齢にも達していない子ど
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　本稿は、小学生に対する二輪バイクの実体験を含む安全教育が行われていることを紹介

し、その意義について考察した。特に高校生への二輪バイクの禁止については、それが逆

効果を生んでいる実情があることを示し、一方的な禁止や隔離策は、交通安全教育にとっ

て得策ではないことを示した。結局、交通安全教育の分野でも、主体的に参加させるシス

テムを提供する中で「乗せながら」教育することの重要性を再確認した。また子どもの交

通安全教育は新しい家庭教育の可能性を開くと共に、ＮＰＯ的活動への示唆を与えている

ことも示した。
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もたちへの二輪バイクの実技訓練や安全教育を紹介

することなので、ここで高校生の例を持ち出すのは

的外れと思われるかもしれない。しかし、これら二

者の間には交通安全教育という観点から見た場合、

底通する重要な問題や視点が含まれていると筆者は

考える。そこで本論に入る前に若干これに言及して

おくことにする。

　２．高校生に対する二輪バイク教育問題

　周知のように、神奈川県は、「免許をとらない」

「車を持たない」「運転しない」などの「３ない」に

加えて、「乗せてもらわない」「（親が）子どもの要

求に負けない」といった全国でも最も厳しい規制

（「４＋１ない運動」）が行われ

ていた県であった。しかし

１９８９年を境に、積極的な安全

教育を実施するなかで、むし

ろ禁止を緩和していこうとい

う動き（「かながわ新運動」）

がまき起こった。それまでの

いわば「遠ざけて事故を防ぐ」

という考え方から、やみくも

にバイクを禁止するというの

ではなく、生徒にも車社会の

一員であるという自覚を持た

せ、実効のある安全教育や実

技教育を行うなかで、事故を

減らしていこうという方向―

いわば「乗せるなかでの指導」

といってもいい―を模索しよ

うとし始めた。もちろんこれ

とても全県一律に実施された

ものではなかったし、通学時

の使用は依然禁止されること

の方が多いというように、決

して全面的な「解禁」を意味

するものではなかった。しか

しこの転換は、全国的に見て

も極めて画期的な出来事だっ

たことは間違いない。

　研究プロジェクトでは、こ

うした方向転換が行われた社

会的諸背景や、運動が始まっ

てから５年ほどたった時点で

の経過や実情、事故数の変化

なども含めた影響や効果を調べようという目的で、

調査を実施した。筆者も高校生や卒業生達の意識や

行動を知るために行われたアンケート調査の実施や

分析にかかわった。詳細は報告者に譲るが、研究者

の間でも、また当事者の間でも、そこで議論の焦点

になったのが、「禁止や隔離施策は果たして実効が

あるのだろうか」という疑問だった。

　その場合にいう「実効」にも二つの意味が含まれ

ている。その一つは「高校生は実際にその決まりを

守っているのだろうか」という具体的な問いだ。も

う一つはそういった「禁止」がもたらす、いわば「意

図せざる結果」に関するものである。もう少し具体

的にいえば、五つもある禁止のどれかを破って、二
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Fig. 1　二輪車禁止別二輪車経験（卒業生）１）
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Fig. 2　二輪車禁止の是非１）



輪バイクに乗ったり乗せてもらったりした高校生が

いるとすると、当然その高校生の行動は秘密裏に行

われることが多くなるだろう。そうなると本来行わ

れるべき安全教育が疎かになったり、適切な技能訓

練を受けるのも難くなったりするだろう。またそう

でなくても世の中の権威に反抗的な年頃の若者が、

免許取得年齢に達しながらこれを取れないという

「非合理」に「納得がいかない」と感じ、禁を破るこ

とにむしろ正当性を付与して

しまう原因をつくりかねない。

さらには、一度禁を破った者

は、それを犯したということ

で、より重大な違法行動に走

らないとも限らない。結局、

若者のために良かれと思って

行われた施策が、まったく逆

の効果を生んでしまっている

のではないか、という疑問で

あり反省だ。私の専攻する社

会学ではこのように「意図と

は反する事態に陥ってしまう

ケース」をさす概念として、

「潜在的逆機能」３）という語を

用いるが、実はそれに近いか

なり深刻な事実も浮かび上が

っていたのである。

　先の研究時には、神奈川県

下の高校生（２年生）８６７名と、

首都圏にある大学や専門学校

の学生（従って高校卒業生）

１００人に対してアンケート調

査が実施された。卒業直後の

学生にも実施したのは、在学

中の生徒には答えにくい質問

でも、卒業後ならあまり抵抗

はないだろうと考えたからで

ある。サンプル数も少なく参

考程度の資料なのだが、その

結果（Fig. 1）はかなり衝撃的

だった。それによると、二輪

使用が禁止されている県か否

かにかかわらず、３～４割の

卒業生が「在学中に原付や自

動二輪に乗っていた」と答え

ている。その中でも神奈川県

出身者の場合は、禁止されて

いたと答えた人の方が、禁止

されていなかった人より免許

を取ったり乗ったりしていた
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Fig. 3　禁止の効果１）
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人が多いという皮肉な結果を得た。また高校の二輪

バイクが禁止されていること自体の是非を聞いた質

問（Fig. 2）では、在校生、卒業生ともに７～８割が「禁

止はおかしい」と答えている。もちろん後述するよ

うに、バイクに興味を示さない高校生も半数強いる

のだが、その人を含めても「禁止は当然だ」という

人は２割にも満たない。これでは「禁止」という規

範への「正当性への受容」４）が危うくなることは目

に見えている。因みに、「禁止されるとかえって乗

りたくなるのではないか」という質問（Fig. 3）には、

在校生、卒業生とも半分弱の人が「そうだ」と答え

ている。意図せざる「逆機能」が如実に現れている

ことをよく物語る結果だといえよう。

　こうした実情を少しでも改善しようと、「隔離」

から「正しく乗せる」方向へと方向を１８０度転回さ

せた「かながわ新運動」の意義は、画期的なものだ

ったと筆者は考えるのである。

　こういうと筆者がまるで二輪バイクの免許取得や

運転を奨励しているかのように思われるかもしれな

い。確かにエネルギー問題や環境汚染問題を考える

と、自転車も含めて二輪車は合理的で有効な交通手

段だ。しかしわが国の場合は、先に述べた研究２）が

示したように、二輪バイクを取り巻く環境は極めて

劣悪で多くの問題が山積している。いつまでもつき

まとう「暴走族イメージ」、駐輪場の未整備、走行

環境の悪さからくる事故の危険性、排気量や走行制

限をめぐる「わけのわからない規制」など、挙げれ

ばキリがない。こうした悪条件を考えると、むしろ

「いっそ禁止した方が…」という思いにとらわれるこ

とが無いわけでもない。実際、在校生へのアンケー

ト（Fig. 4）でも５２．２％が「二輪免許を取りたいとは思

わない」と答えており、その理由の６割が「興味が

ない」からだといい、親や学校の「反対がある」か

らだという人は１割程度しかいない。半数近い高校

生は特段、二輪バイクに乗りたいとは思ってはいな

いのだ。当然ながら筆者はそういう人にまで、バイ

クを推奨したり訓練したりする必要があるなどとは

思ってはいない。問題なのは、一方で免許を取った

り乗りたいという生徒も４７．２％もいるという事実で

ある。そうした人に「今免許を取っていない理由」

を聞くと、「親の反対」（２９．４％）などで「禁止」さ

れているから取らないというよりは、「ひまがない」

（４２．９％）という個人的な理由の方が大きいようだ

（Fig. 4）。この結果を見る限り、親や学校からの「隔

離策」は、生徒の行動にあまり有効に作用している

とは思えない。

　こうした点を反省し、どうすれば有効で納得的な

交通安全教育が行えるかを考え抜いた結果が「かな

がわ新運動」だったのだ。すなわち二輪バイクに乗

りたい人を無理やり遠ざけるのではなく、適切な座

学や実地訓練を経験させることで、安全の実を取ろ

うとした教育運動だったといえよう。その場合でも

基本的スタンスとしては、高校生が積極的・主体的

に運動に参加していことが前提とされ、そのことで

自己変革（態度変容）してもらおうという方法論が

取られている。一般に、意思決定過程に参加し、自

己の意見を述べたり実体験した人の方がその態度を

変化させやすく、またその効果も持続的であること

は、社会心理学の実験や産業・組織社会学の調査に

おいてかなり一貫した法則的事実５）であることがわ

かっている。この運動の基本的な考え方は、こうし

た行動科学的な知見と合致しているのである。

　小学生に対する二輪バイクの教育というテーマを

取り上げたのに、長々と高校生の例を引き合いに出

したのは、上述のような観点、すなわち二輪バイク

に興味を持っている未成年を、危険だからといって

やみくもに二輪バイクから遠ざけるよりは、実際経

験をさせるなかで教育し、その過程でそれに乗る際

に求められる社会的責任の自覚といった点まで教育

しておこうという考え方が、以下に紹介する子ども

への二輪バイクの実体験教育というユニークな事例

にも生きていると考えたからである。

　３．少年少女モータースクール

　１９９３年以来、日本自動車工業会（ＪＡＭＡ）と日本モ

ーターサイクルスポーツ協会（ＭＦＪ）は共同で、小

学生が二輪バイクに乗って運転体験をする「少年少

女モーターサイクルスポーツスクール」という活動

を行ってきた。１９９８年以降は自工会から日本二輪車

協会（ＮＭＣＡ）にバトン・タッチされ現在に至って

いる。

　こうした活動自体は、二輪メーカーの系列下の運

転教習施設など個別的に開催されてはいたが、二輪

４メーカーの業界団体の組織が統一して開催したと

いう点で画期的だった。その具体的手法は、子ども

用のバイクや安全衣類等を特注開発し、各種の車両

教習施設や学校の校庭など安全が確保できる施設や

場所を確保し、専門インストラクターや救護員を配

置した上で、保護者も一緒になって座学から実地教

習までの教育が行われるというものである。実際、
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教育対象である小学生は、当然バイクの免許取得の

資格は無く、運転などしたことがないのだから、安

全確保一つ取ってもたいへん苦労の多い行事である

ことは想像に難くない。Fig. 5はこの団体の募集パ

ンフレットに掲載された、平均的な学習メニューを

説明したイラストである。かつて筆者もオブザーバ

ーとして参加させてもらったことがあるが、まる一

日を費やして行われるかなり本格的なものだった。

特に印象的だったのは、座学のスクーリングを受け

た後に行われる実車体験の時間だ。最初は直線走行

すらおぼつかなかった子どもも、まもなく難しいコ

ースでも何とかこなせるようになっていく。そのと

きの子どもたちの目の輝きはもちろんだが、アドバ

イスしながら見守っている親の満足げな顔もたいへ

ん印象深かった。

　このスクールは発足後５年間で１６回開催され、参

加者数も合計でも６４４名（家族）程度だった。しか

し受講者から好評だったこともあって事業は飛躍的

に拡大した。すなわち１９９８年からの３年間で９０回、 

 ３，９５３名（家族）に実施するまでになり、直近の２００１

年度は半期ですでに３２回、１，５８６名（家族）への実

施を実現させている。最近はあまりに希望者が多く

て対応しきれないのが悩みだという。なおこのスク

ールは、１９９３年当時から総務庁（現内閣府）や文部

省（現文部科学省）の後援を受けており、２０００年か

らはＰＴＡ全国協議会の後援も取りつけている。ま

た実績を重ねるにつれて、自治体から共同開催を申

し出られたり、県警や所轄警察の協力を得たり出来

るようになっており、校庭など学校施設の使用許可

も得やすくなってきた。なかには浜松市のように、

教育委員会を挙げた応援を得ることが出来たため、

複数の小学校で同時開催された例もある。単に実施

回数や規模が拡大しているばかりではなく、実施・

協力体制そのものも深化しているといってよいだろ

う。こうしてスクールは大盛況を呈しているわけな

のだが、それでも各メーカーが個別に実施している

子ども向けモータースクールの総受講数の方が数と

してはまだ多いというのだから、こうした教育に対

する一般市民からの要望がいかに大きいかが分かる

だろう。

　ところで筆者がこのスクールの存在を初めて知っ

た時は、その参加者は二輪産業の関係者か二輪バイ

クマニアの親を持つ子どもがほとんどで、受講者の

募集もそうした人々の内輪な情報交換によるものな

のではないかと考えていた。確かにそういう人もい

ないわけではないようだが、参加者に行われたアン

ケート調査（Fig. 6-1）によると、保護者は二輪バイ

クを持っていない人の方が多く、二輪バイク関係者

やマニアばかりではないようだ。実際参加者がどう

やってこのスクールの存在を知ったのかを聞いた質

問でも、Fig. 6-2のように小学校からの募集情報や

新聞広告によって知った人が圧倒的に多い。この図

のケースではたまたま学校からの全面協力を得た開

催だったため、学校ルートで知った人が特に多くな

っているが、普通のケースでは圧倒的に「新聞広告」

で知ったという人が多いのだという。決してバイク

同好者の間の特殊なイベントではないようだ。また

子ども自身に参加理由を聞いたところ、Fig. 6-3の

ように「親に勧められた」という子どもも少なくは

ないが、半数は「自分からすすんで」と答えている。

かなり子ども自身の意思や希望が反映されているよ

うだ。

　それではこのスクールが「バイクに乗ってみたい」

という子どものいわば「おねだり」によって成功し

ているのか、というとそうでもない。というのは、

そもそもこのスクールの開催趣旨には、①二輪バイ

クに乗るという楽しみのなかで正しい交通安全教育

を身につけること、②その教育訓練の過程で親子の

絆を深めること、という二点が特に強調されている。

ただ発足当時の趣意書と最近のそれを比べて見ると、
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出典）日本二輪車協会、�日本モーターサイクルスポーツ協会のパ
ンフレットより。

Fig. 5　モーターサイクルスポーツスクールでの学習メニュー



「親子の絆」という点は当初それほど強く意識されて

はいなかったのではないかと思われる。ところが最

近はこの点が特に重視されるようになっており、親

へのアピールや親からの要望を重視するようになっ

てきた点が注目される。

　実際、２００１年に開催されたスクールでは、専門イ

ンストラクターの介在を可能な限り減らし、父母に

よる指導余地を一層拡大するような工夫がとらされ

たという。またその延長線上で、より親子の絆が強

まるように、キャンプ合宿によるスクールも開催さ

れたのだという。要するに単に二輪バイクの安全教

育をするだけではなく、それを通して家族関係が親

密化を増すようにすることも、狙いの一つに位置付

けられたのだと思われる。Fig. 6-4は保護者が子ど

もをスクールに参加させた理由だが、「家族と触れ

合う時間が作りたかった」という項目を選んだ人が

７割もいた。親子の心の距離が心配される昨今、１

万円弱とはいえ参加費用を払ってでも参加したいと

いう希望者が殺到するのは、こうした親からの期待

があり、このスクールがそれに答える取り組みにな

っているからだろうと筆者は考えている。交通安全

教育を契機としながら、より広い文脈での教育も行

Ｄｅｃ.，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．１ （　）１１
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６－３　スクール参加の理由（子ども）

65.3

100 
 （％） 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

8.3 7.0
3.7

0.4

12.0

3.3

学
び
た
か
っ
た 

バ
イ
ク
の
乗
り
方
を 

好
き
だ
か
ら 

ス
ポ
ー
ツ
が 

父
母
と
一
緒
だ
か
ら 

で
き
る
か
ら 

新
し
い
友
人
が 

面
白
そ
う 

な
ん
と
な
く 

そ
の
他 

乗
っ
て
み
た
か
っ
た 

バ
イ
ク
に 

Ｎ=242

持って 
いない 
52.9％ 

持って 
いる 
47.1％ 

Ｎ=221

10

0

20

30

40

50

60

15.0

0.4 0.8 0.4 0.0 0.0

5.8
2.1

70.4

Ｎ=240

5.0

70

80
（％） 

新
聞
広
告 

チ
ラ
シ 

二
輪
販
売
店
の 

タ
ウ
ン
誌 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

Ｎ
Ｍ
Ｃ
Ａ 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
Ｆ
Ａ
Ｘ 

Ｎ
Ｍ
Ｃ
Ａ 

イ
ヤ
ー
ガ
イ
ド 

『
モ
ト
サ
ピ
』 

知
人
か
ら
の
紹
介 

保
護
者
の 

友
人
か
ら
の
紹
介 

子
ど
も
の 

募
集
パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

学
校
か
ら
の 

そ
の
他 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
（％） 

86.3

体
験
さ
せ
た
か
っ
た 

子
ど
も
に
バ
イ
ク
の
良
さ
を 

19.1

連
れ
出
し
た
か
っ
た 

子
ど
も
を
自
然
の
中
に 

13.3

機
会
を
与
え
た
か
っ
た 

友
だ
ち
と
出
会
う 

子
ど
も
に
新
し
い 

17.8

姿
を
見
せ
た
か
っ
た 

自
分
が
バ
イ
ク
に
乗
る 

53.5

作
り
た
か
っ
た 

家
族
と
ふ
れ
あ
う
時
間
を 

1.7

出
会
い
た
か
っ
た 

新
し
い
バ
イ
ク
仲
間
と 

36.5

乗
っ
て
み
た
く
な
っ
た 

久
し
ぶ
り
に
バ
イ
ク
に 

9.5

せ
が
ま
れ
て 

な
か
っ
た
が
子
ど
も
に 

自
分
は
積
極
的
で
は 

12.9

そ
の
他 

Ｎ=241
６－１　二輪車所有の有無

６－２　スクールの認知経路（保護者）

６－４　スクールに参加させた理由（保護者）

Fig. 6　モーターサイクルスポーツスクール参加者へのアンケート結果（１９９９年）



われている訳だ。

　以上、この運動の現状について概略を紹介してき

た。多少ほめ過ぎたかもしれないが、もう少し別の

角度からこの運動の意義を考察しておきたい。

　４．活動のＮＰＯ的側面とその意義

　このスクールについてもう一度冷静に考えてみた

場合、そもそもバイク免許の取得資格を持たない子

どもたちに、特注のマシンに乗らせて訓練すること

に何の意味があるのか、という疑問が生じるだろう。

かくいう筆者も、先の高校生に対する二輪バイク禁

止問題を考えるまでは，これは単なる業界によるイ

メージアップ作戦や、マーケティング活動の域を出

ないものだろう程度の認識しか持っていなかった。

　しかしすでに述べたように、二輪バイクを取り巻

くさまざまな社会的環境や高校生への対応を考える

うちに、「悪者、危険物扱いして遠ざけておく」と

いう教育より、「一つの交通手段として位置付け、

その利用と安全に対する参加システムを用意するな

かで二輪バイクを位置付けていく」教育の方がより

有効なのではないかと考えるようになってきた。も

ちろんその活動には多大の金と労力がかかるだろう。

紹介した子どもへのスクールでも、それ専用バイク

や装身具だけで一式２０万円はかかるという。また担

当職員を大量に配置し労力提供しなければならない。

施設使用の費用も安くはないため、その総費用は莫

大なものになっている。

　結局これは二輪企業の負担に負うところが大きい

のだが、これを単純な「営利活動」と見るのはかな

り無理がある。というのはその「先行投資」の回収

時期はかなり遠い将来になるし、その実効性の測定

さえ極めて曖昧で困難なものにならざるを得ない。

だとすればこうした活動は、通常の企業活動におけ

る営利、営業のラインには位置付けられないという

のが産業社会学を専攻する筆者の感想である。

　だからこの活動はむしろ、二輪バイクを提供する

企業がその「社会的責任」を果たそうとして行う社

会的奉仕活動や「フィランソロピー」に近いものだ

と考えるべきだろう。合衆国の指導的なＮＰＯ研究

者であるレスター・サラモンは「企業フィランソロ

ピー」を「企業がその社会的責任を全うするための

活動を、しばしばＮＰＯと戦略的な連携を取りつつ、

社会的に望ましい結果を追求すると同時に、企業の

自己利益を高めるような方向で、戦略的な企業経営

に確実に統合すること」と定義している６）が、まさ

にこのスクールはこの定義に概ね合致している。

　では「企業フィランソロピーとＮＰＯの関係とは」

などと、それらの本質的定義論議をここで展開する

つもりはないのだが、少なくともわが国のように、

市民の側からのＮＰＯ活動やボランティア活動が弱

体な国では、企業色の強いＮＰＯ「的」活動の役割を、

それが企業活動に近いからといって「純粋のＮＰＯで

はない」などと軽視することは得策ではない。それ

どころか、朴相権７）のように「適正利潤が達成され

ていれば公的サービスよりかえって費用が低減され

サービスも向上する」重要な選択肢であり分野（Fig. 

7）だという考え方もある。

　実際、よく考えてみれば、子どもだけではなく高

校生などへの教育も含めて、交通安全教育や実技指

導の活動は、公的機関がそれを担うのはもちろんだ

が、それだけでは不十分だ。むしろ本人や、この場

合は保護者たちが自発的に取り組むべき課題である

のではないかと筆者は考えている。事実、アメリカ

合衆国ではこの子どもへのスクール自体が、親によ

るボランティア活動が中心だという。他方、わが国

ではこうした役割はほぼ公的機関に任せきりの状況

であるといっても過言ではない。

　であるとすれば本来市民の側が行うべきところを、

さしあたって力のある企業に補完・援助してもらう

ことも致し方ない、いやむしろ歓迎すべきではない

かと、筆者は考えている。「営利的かどうか」とい

う基準で、現に機能している「ＮＰＯ的」な活動を憶

断・批判するのはあまりに狭量なこと８）だろう。

　５．終わりに

　本論では、免許取得資格を持たない小学生に対し

て行われている、二輪バイクの実技、安全教育の例
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を紹介した。わずか９年前に始まったこの活動は、

多大の費用と労力がかかる苦労の多いものだが、参

加者からの高い評価や要望に押されて急速に拡大し

てきた。

　わが国のように二輪バイクにまつわる「悪者」イ

メージがなかなか払拭できない事情を持つ国では、

出来ることなら子どもをバイクから遠ざけておきた

いといういう気持ちが生まれがちになる。ところが

それに乗りたいという願望を持つ青少年は少なくな

い訳で、免許適齢期になって突然これに接するとい

うことになる。その典型が高校生で、いわゆる「３

ない」運動などで表面上は強引にバイクから遠ざけ

られてはいるが、その実、密かにこれに乗っている

ものが少なくないという実情がある。このため、ま

ともな教育が行われないどころか、「禁止」を不合

理だと考え、むしろ禁を破ることに意義・快感を感

じるものも出てしまう。青少年の安全を考えて打っ

た施策が、意図せざる結果を生んでいるともいえよ

う。

　これに対し、「どうしても乗りたい人には乗せな

がら安全教育を徹底する」という動きは、それが高

校生であろうと小学生であろうとかえって良い結果

を生む可能性を秘めていることは、さまざまな行動

科学的研究からも明らかである。またそれらの交通

安全教育が、それ以外のさまざまな家族・社会教育

によい影響を与える可能性の目を孕んでいることを、

今回示した小学生への二輪バイク教育の事例は示唆

している。

　さらには、仮にこの事業が企業の長期的なマーケ

ティングに関わるものだったとしても、それが上に

述べたようなさまざまな機能を果たすならば、それ

をＮＰＯ的活動として位置付けることも重要なので

はないかということも論じた。経済の先行きが困難

で、今後企業がこうした活動に費用を割けなくなっ

た時、われわれは自前でこうした活動を受け継いで

いけるのだろうか、ということも真剣に考えていか

ねばならない時期に来ているのではないだろうか。
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